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誓　約　書

伊万里市さくらねこ不妊手術チケットの交付の申請に当たり、次の事項について誓約します。

１　事業実施に当たっては、公益財団法人どうぶつ基金（以下「どうぶつ基金」という。）の「行政枠さくらねこＴＮＲ事業　協働登録申請書　改訂版」の同意事項及び「伊万里市さくらねこ不妊手術チケット交付事業事務取扱要綱」の規定を遵守します。

２　次に掲げる行為は行いません。
⑴　チケット（使用権を含む。）の譲渡、転売又は再配分
⑵　手術費用、猫の捕獲、運搬等に係る費用その他のＴＮＲ活動に係る費用の請求
⑶　その他前２号に準じた行為

３　交付の申請をした枚数のチケットが交付されないことがあることを理解します。また、チケットの交付によって、飼い主がいない猫の不妊手術ができることを市が保証するものではないことを了承します。

４　チケットによって不妊手術を施術した猫は、耳先をＶ字カットすることに同意します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
５　本事業の実施に当たり、事前に地域住民へ説明を行い、同意を得ています。また、本事業に関して生じた問題等には、責任をもって対応します。

６　不妊手術終了後は、速やかに伊万里市さくらねこ不妊手術チケット利用実績報告書を提出し、利用しなかったチケットは返却します。

